
 

A-5 

資料－4 討議議事録（M／D） 
(1) 2005 年 9 月 13 日付け討議議事録 

a) 西文版オリジナル 
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b) 和訳版 

 

ニカラグア共和国 

国道７号線主要橋梁改修計画基本設計調査 

協議議事録 

 

 

ニカラグア共和国（以下「二」国）政府の要請を受け、日本国政府は、「国道 7号線主要橋梁改

修計画」（以下「プロジェクト」）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を国際協力機

構（以下「JICA」）に委託した。 

JICA は、ニカラグア駐在員事務所主席駐在員山田章彦を総括とする予備調査団を、2004 年 11 月

8 日から 20 日までニカラグア国に派遣した。 

その予備調査の結果を踏まえて、JICA は、ニカラグア駐在員事務所主席駐在員山田章彦を総括

とする基本設計調査団（以下「調査団」）を「ニ」国に派遣することになった。調査団は、「二」

国において、2005 年 9 月 6日から 10 月 10 まで調査を行うこととなった。 

調査団は「二」国関係者と協議を行い、調査地域において現地調査を実施した。 

協議および現地調査の結果、双方は付属書に記述された主要事項についてここに確認するもので

ある。 

 

2005 年 9 月 13 日 マナグアにて 
 

 

 

 

   
山田章彦 
総括 
基本設計調査団 
国際協力機構 

 Dr. Alejandro Ríos Castellón 
事務次官 
運輸インフラ省 (MTI) 
ニカラグア共和国 

 
 
 

  
 
（立会人） 

 
 
 
 

  

  Dr. Mauricio Gómez Lacayo 
副大臣 
外務省（MINREX） 
ニカラグア共和国 
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付 属 書 
 

１．プロジェクトの目的 
 本プロジェクトは、マナグア～エル・ラマ間の国道７号線上に位置する 3 本の橋梁の架け替え、なら

びに 1 本の橋梁の補修を目的とする。 
 
２．プロジェクトのタイトル 
 予備調査の時点で決定された「ニカラグア共和国マナグア～エル・ラマ区間橋梁改修計画」というプ

ロジェクトのタイトルは、基本設計時点で、「ニカラグア共和国国道７号線主要橋梁改修計画」という

タイトルに変更する。 
 
３．調査対象地域 
 プロジェクト対象橋梁は、マナグア市とエル・ラマ市を結ぶ国道７号線上に位置する以下の橋梁であ

る。 
  －ラス・リマス橋、オコングア橋、キナマ橋及びムアン橋 
 調査対象地域を別添－１に示す。 
 
４．主管官庁および実施機関 
 本計画の主管官庁及び実施機関は、運輸インフラ省（以下「MTI」）である。 

MTI の組織図を別添－２に示す。 
 
５．「二」国政府の要請内容 
 協議の結果、プロジェクトの内容は以下の通りであることを確認した： 

 －マナグア～エル・ラマ区間上に位置する３本の橋梁（ラス・リマス橋、オコングア橋及びキナマ

橋）の架け替え、ならびに１本の橋梁（ムアン橋）の補修。 
 JICA は要請の妥当性を検証し、その結果を日本国政府に報告する。 
 
６．無償資金協力スキーム 

(1) 「二」国側関係者は、調査団から別添－3 のとおり説明された日本の無償資金協力スキーム

及び「ニ」国政府による必要な手続きを理解した。 
(2) 「ニ」国側関係者は、日本の無償資金協力実施の条件として、事業の円滑な実施のために別

添－４に記載の負担事項を実施することを約束した。 
 
７．調査予定 

－調査団員は、引き続き 2005 年 10 月 10 日まで、「ニ」国における現地調査を継続する。 
－調査団は基本設計概要書をスペイン語で作成し、その説明のための調査団を 2006 年 2 月頃

に「ニ」国に派遣する。 
－基本設計概要書の内容が「二」国政府により原則的に了承されれば、JICA が最終報告書を

作成し、2006 年 4 月までに「二」国に送付する。 
 
８．その他協議事項 

(1) 「二」国側関係者は、インセプション・レポートの内容について基本的に了承した。 
(2) 調査団は、「二」国側関係者に、JICA 環境社会配慮ガイドライン（以下「JICA ガイドラ

イン」）の内容を説明した。「二」国側は、JICA ガイドラインの内容を考慮し、プロジェ

クトの実施に際して必要な手続きを完了させることを約束した。プロジェクトの工事期間中

に発生すると予想される環境社会影響を最小化するために「二」国側が軽減化策を立案する



 

A-17 

のに際して、調査団は協力することとした。 
(3) 両者は、工事ヤードならびに近隣地域を含む調査対象地域で、地雷の危険性がないことを確

認することで合意した。 
(4) 両者は、リオ・ネグロ及びグアサウレ、あるいは他地点に設置されているベイリー橋あるい

は同種の簡易橋を、プロジェクトの工事期間中に、迂回路の仮設橋として再利用することに

ついて協議を行った。調査団は、ベイリー橋あるいは同種の簡易橋の利用に関して要請を行

い、「二」国側関係者は要請に関して検討することを約束した。 
(5) 「二」国側関係者は、プロジェクトの円滑な実施のために必要と判断された場合、必要な許

可、認可、あるいは他の公的支援を提供することを約束した。 
(6) 「二」国側関係者は、調査団の現地調査期間中、必要な数のカウンターパートを任命するこ

とを約束した。 
(7) 調査団は、現地調査時に、グアサウレ橋のアスファルト舗装の破損が著しいことを確認した

点を報告した。これに対し、「二」国側関係者は、必要な対応をすることを約束した。 
(8) 調査団が「二」国側に手渡した質問票に関して、「二」国側関係者は、2005 年 9 月 30 日

までに回答を調査団に提出することを約束した。 
 
別添： １．調査対象橋梁位置図 
    ２．運輸インフラ省組織図 
    ３．日本の無償資金協力スキーム 
    ４．日本・ニカラグア両国政府による主な負担事項 
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別添－３ 

日本の無償資金協力の仕組み 

 

無償資金協力とは被援助国に返済義務を許さないで資金を供与する援助で被援助国が自国の経

済・社会の発展のための計画に役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送等）を調達す

るのに必要な資金を我が国の関係法令に従って、以下のような原則により贈与するもので、我が

国が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 
 

１．無償資金協力実施の手順 

 我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 
 要請 

• 被援助国からの要請 

 調査 

• JICAが実施する基本設計調査 

 審査と認証 

• 日本政府による審査及び閣議による承認 

 正式決定 

• 日本政府と被援助国による交換公文の署名 

第一段階である要請は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府（外務省）は無償資金

協力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認された場合

には、JICA に対して調査の指示を行う。 
第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査を我

が国のコンサルタントとの契約によって行う。 
第三段階の審査と承認は、第二段階で JICA が作成した基本設計報告書を基に日本国政府がそ

のプロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した後、閣議請議を行う。 
閣議によって承認されたプロジェクトは、第四段階で両国政府による交換公文の署名によって

正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。 
無償資金協力の実行に際して、JICA は入札・契約手続き、その他の事項につき被援助国政府に

協力を行う。 
 

２．基本設計調査 

(1)調査の内容 

JICA が実施する基本設計調査の目的は、日本国政府が無償資金協力案件を承認するにあたって

の判断に用いるための基礎的資料を作成することである。調査の内容には以下の項目を含む： 
• 要請の背景、目的、効果、並びに実施に必要な維持管理能力等の確認 
• プロジェクトの妥当性を技術面と社会・経済面で検証 
• 被援助国政府と協議の上、計画の基本構想を双方で確認 
• プロジェクトの基本設計の作成 
• 概算事業費の積算 

なお、当然のこととして、要請された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が
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国の無償のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 
また、無償として実施するに当たって、我が国は被援助国側の自助努力を求める立場から被援

助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項である場合で

あってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には先方政府の関係する機関全てとの確認

をミニッツにより行う。 
 

(2)コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選定

する。選定されたコンサルタントは JICA の指示に基づいて基本設計調査を行い、報告書を作成す

る。なお、無償資金協力の実行が交換公文（以下「E/N」）により決定された後のコンサルタント

の契約については、基本設計調査と詳細設計業務の技術的一貫性を保つ必要性があるため、JICA
は当該コンサルタントを被援助国政府に推薦する。 

 

３．無償資金協力スキーム 

(1) 交換公文の締結 

無償資金協力の実施に当たっては政府間の合意および E/N の締結が必要である。E/N では、当

該プロジェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額等が確認される。 
 

(2) 供与期限 

供与期限は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の締結からコンサル

タントおよびコントラクター等との契約を経て、最終的な支払いを含めて全てを終了しなくては

ならない。 
但し、天候等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両国間の協議に

より一年間（一財政年度）の延長が可能である。 
 

(3) 生産物及び役務の調達 

無償資金協力によって調達される生産物および役務は原則として日本国および被援助国の生産

物並びに日本国民の役務を購入するために適正に、かつ、専ら使用される。ここでいう日本国民

という語は日本国の自然人またはその支配する日本国の法人を意味する。 
なお、無償資金協力は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該国以外）の

生産物の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。 
但し、無償資金協力ガイドラインにより、無償資金協力を実施するに当たって必要とするプラ

イムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者および調達業者は日本国民に限定される。 
 

(4) 「認証」の必要性 

当該国政府または政府が指定する当局が行う日本国民との契約は円貨建で締結され、かつ、日

本国政府による認証を必要とする。認証は無償資金協力の財源が日本国民の税金であることによ

る。 
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(5) 被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置が求められる。 
1) 施設案件の実施に当たっては施設建設に必要な土地を確保し、かつ、用地の整地を行うこ

と。 
2) 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他の付随的な

施設の整備、工事等を行うこと。 
3) 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 
4) 原則として無償資金協力に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通関および国

内輸送等に係る経費の負担と速やかな実施を確保すること。 
5) 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せられる。 
 関税、内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。 
6) 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その作業の遂行のための

入国および滞在に必要な便宜を与えること。 
 

(6) 適正使用 

無償資金協力に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実施のために適

正かつ効果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。ま

た、無償資金協力によって負担される経費を除き計画の実施のために必要な維持・管理費等全て

の経費を負担すること。 
 

(7) 再輸出 

無償資金協力に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならない。 
 

(8) 銀行取極（B/A） 

1) 当該国政府または指定された当局は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を開設する必

要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府もしくは指定された当局が

負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に日本円で払い込むことにより無償資金協力

を実施する。 
2) 日本政府による払い込みは当該国政府または指定された当局が発行する支払授権書に基づ

いて契約銀行が支払請求書を日本国政府に提出した時に行われる。 
(9) 支払授権書 (A/P) 

当該国政府は、銀行取極を締結した契約銀行に対し、支払授権書の通知手数料および支払手数

料を負担しなければならない。 
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(2) 2006 年 3 月 17 日付け討議議事録 

a) 西文版オリジナル 
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b) 和訳版 

 
ニカラグア共和国 

国道７号線主要橋梁改修計画基本設計調査 
協議議事録 

（基本設計概要説明） 
 

2005 年 9 月に国際協力機構（JICA）は、ニカラグア共和国に国道７号線主要橋梁改修計画基本設計

調査団を派遣し、協議ならびに現地踏査を行い、その後日本国内での技術的検討に基づき、基本設計概

要を作成した。 
この基本設計概要の説明ならびにニカラグア政府関係者との協議のため、JICA はニカラグア駐在員

事務所主席駐在員の山田章彦氏を団長とする基本設計概要説明調査団を 2006 年 3 月 12 日～19 日の期

間、ニカラグアに派遣した。 
この協議を通じて、両者が合意した主要な内容を別紙に添付する。 

 
 

Managua, 2006 年 3 月 17 日 
 
 
 
 

                       
山田章彦 
団長 
基本設計概要説明調査団 
国際協力機構 
 

                      
Dr. Mauricio Gomez Lacayo 
副大臣 

対外関係省 

ニカラグア共和国 

                      
Dr. Alejandro Ríos Castellón 
事務次官  

運輸インフラ省 

ニカラグア共和国 
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別  紙 
 
1. 基本設計概要の内容 
 ニカラグア側は、調査団が2006年3月14日に提出・説明を行った基本設計概要の内容について基本的

に了解した。 
 
2. 日本の無償資金協力スキーム 
 ニカラグア側は、2005 年 9 月 13 日付けの協議議事録の別添 3 及び 4 で説明されている、日本の無償

資金協力スキームの内容ならびにニカラグア政府が実施すべき事項について再確認した。 
 
3. 調査スケジュール 
 JICA は今回合意した内容に基づき基本設計報告書を 4 月末日までに完成させ、ニカラグア側に送付

する。 
 
4. その他関連事項 
(1) ニカラグア側は、2005 年 9 月 13 日付けの協議議事録の別添 4 で示されているニカラグア側負担事

項が迅速に実施されるように、2006～2009 年度において予算措置を行う。 
(2) 両者は、2005 年 8 月に国会で承認された「財政管理・予算制度法」にかかる必要な手続きを確認し、

本プロジェクト実施に際して MTI により手続きが実施されることを確認した。 
(3) 調査団により説明されたキナマ橋の架橋位置の上流側 19m 地点への変更に関して、MTI は 2006 年

4 月 7 日～18 日までの間に環境社会配慮関連の許可を取得することを確認した。また、他の 3 橋に

関しては、既に環境社会配慮関連の許可を取得していることを再確認した。 
(4) ニカラグア側は、既存キナマ橋の撤去に関して、工事完了後の2ヶ月間に撤去作業を行うために2009

年度共和国予算で予算措置を行うことを確認した。 
(5) ニカラグア側は、MTI のヤード及びグアサウレ橋に放置されている仮橋について、2007 年 7 月時

点でこれらの仮橋が使用可能な場合には、本プロジェクトの仮設橋として工事期間中の使用許諾を

与えることに同意した。但し、災害等においてこれらの仮橋が使用される場合に備えて、ニカラグ

ア側は、調査団に対して、プロジェクトのコストの中に仮橋の費用を計上するように強く要請した。 
(6) ニカラグア側は、工事期間中、プロジェクトサイト周辺での交通整理のために警察官を派遣するこ

とに同意した。 
(7) この協議議事録の別添 1 に添付した理由により、ニカラグア側は、キナマ橋の架橋位置の変更なら

びにアクセス道路の線形変更に関して了承した。 
 
 
 
 



 

A-26 

 
別添 1 

キナマ橋の架橋位置ならびに取付道路の線形変更の理由 
 

JICA 調査団は、以下の理由によりキナマ橋の架橋位置ならびに取付道路の線形を変更したことを提

案した。 
 

(1) 4 橋同時着工を計画した施工計画において、キナマ橋の架橋位置変更を行わない限り、日本政府の規

定した工期内に 4 橋すべての工事が完成しない。 
(2)既存キナマ橋はカーブ区間に位置し、取付道路の線形変更で、道路区間の設計速度に影響を与えない。 
(3) 施工時の最低限の距離として、既存橋の橋台の幅（道路中心線から約 5m）、新設橋の橋台基礎の掘

削幅（新橋の道路中心線から約 12m）、ならびに既存橋の構造に影響を与えない余裕幅（約 2m）を

考慮し、新キナマ橋の架橋位置は既存キナマ橋の上流 19m の位置に計画した。 
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